
議 案 第 ３ ４ 号  

 

 

伊 丹 市 消 防 団 員 の 任 用 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る  

条 例 の 制 定 に つ い て  

 

 

伊 丹 市 消 防 団 員 の 任 用 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 別  

記 の と お り 制 定 す る 。  

 

 

 

 

 

令 和 ４ 年 ２ 月 ２ ４ 日 提 出  

 

 

伊 丹 市 長  藤  原   保  幸  

 

 

 

 

理  由  

消 防 団 員 の 処 遇 の 改 善 を 図 る た め ， 報 酬 の 改 定 を 行 う と と も に ，  

所 要 の 改 正 を 行 う た め 。  

 

 

 

 

 

議３４



伊 丹 市 消 防 団 員 の 任 用 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る  

条 例 （ 令 和 ４ 年 伊 丹 市 条 例 第   号 ）  

伊 丹 市 消 防 団 員 の 任 用 等 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 ２ ８ 年 条 例 第 ２ ９ ７

号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ２ 条 の 前 の 見 出 し を 削 り ， 同 条 に 見 出 し と し て 「 （ 任 用 ） 」 を

付 し ， 同 条 中 「 推 せ ん に よ り 」 を 「 推 薦 に 基 づ き 」 に ， 「 こ れ を 任

命 し 、 一 定 の 事 由 に よ り 罷 免 す る こ と が で き る 」 を 「 、 そ の 他 の 団

員 は 団 長 が 、 次 の 各 号 の 資 格 を 有 す る 者 の う ち か ら 、 市 長 の 承 認 を

得 て 任 用 す る 」 に 改 め ， 同 条 に 次 の 各 号 を 加 え る 。  

⑴  伊 丹 市 内 に 居 住 す る 者  

⑵  年 齢 １ ８ 歳 以 上 の 者  

⑶  消 防 団 活 動 を 適 切 に 行 う こ と が で き る と 認 め ら れ る 者  

第 ３ 条 か ら 第 ５ 条 ま で を 次 の よ う に 改 め る 。  

（ 任 期 ）  

第 ３ 条  団 長 、 副 団 長 、 分 団 長 、 副 分 団 長 、 部 長 及 び 班 長 の 任 期 は  

４ 年 と す る 。 た だ し 、 再 任 す る こ と を 妨 げ な い 。  

（ 欠 格 条 項 ）  

第 ４ 条  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 は 、 団 員 と な る こ と が で  

き な い 。  

⑴  禁 錮 以 上 の 刑 に 処 せ ら れ 、 そ の 執 行 を 終 わ る ま で の 者 又 は そ  

 の 執 行 を 受 け る こ と が な く な る ま で の 者  

 ⑵  第 ８ 条 の 規 定 に よ り 懲 戒 免 職 の 処 分 を 受 け 、 当 該 処 分 の 日 か  

ら ２ 年 を 経 過 し な い 者  

 （ 分 限 ）  

第 ５ 条  任 命 権 者 は 、 団 員 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、

そ の 意 に 反 し て 、 こ れ を 降 任 し 、 又 は 免 職 す る こ と が で き る 。  

⑴  勤 務 実 績 が 良 く な い と き 。  

⑵  心 身 の 故 障 の た め 、 職 務 の 遂 行 に 支 障 が あ り 、 又 は こ れ に 堪  

え な い と き 。  

⑶   前 ２ 号 に 規 定 す る 場 合 の ほ か 、 そ の 職 に 必 要 な 適 格 性 を 欠 く  
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と き 。  

⑷  定 数 の 改 廃 又 は 予 算 の 減 少 に よ り 過 員 を 生 じ た と き 。  

２  団 員 は 、 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 そ の 身 分 を 失  

う 。  

⑴  第 ２ 条 第 １ 号 に 規 定 す る 資 格 を 有 し な い こ と と な つ た と き 。  

⑵  前 条 第 １ 号 に 該 当 す る に 至 つ た と き 。  

第 ５ 条 の 次 に 次 の １ 条 を 加 え る 。  

（ 休 団 ）  

第 ５ 条 の ２  団 員 は 、 長 期 出 張 、 出 産 、 育 児 、 介 護 、 病 気 療 養 等 に  

よ り 、 や む を 得 ず 消 防 団 活 動 に 従 事 す る こ と が で き な い 場 合 は 、  

３ 年 を 超 え な い 範 囲 内 で 、 団 員 の 身 分 を 有 し た ま ま 活 動 を 休 止 （  

以 下 「 休 団 」 と い う 。 ） す る こ と が で き る 。 た だ し 、 任 命 権 者 が  

特 に 必 要 と 認 め る 場 合 は 、 休 団 の 期 間 を 延 長 す る こ と が で き る 。  

２  団 員 が 休 団 し よ う と す る と き 、 休 団 の 期 間 を 延 長 す る と き 又 は  

休 団 し て い る 団 員 が 職 務 に 復 帰 し よ う と す る と き は 、 あ ら か じ め  

任 命 権 者 の 承 認 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

３  休 団 し て い る 団 員 が 職 務 に 復 帰 す る と き の 当 該 団 員 の 階 級 は 、  

休 団 し た 日 の 前 日 に そ の 者 が 有 し て い た 階 級 と す る 。  

４  休 団 し て い る 団 員 に は 、 休 団 の 期 間 中 は 勤 務 し な か つ た も の と  

し 、 報 酬 を 支 給 し な い 。  

第 ７ 条 中 「 予 め 文 書 を 以 て 任 命 権 者 に 願 出 で そ の 許 可 」 を 「 あ ら  

か じ め 任 命 権 者 の 承 認 」 に 改 め る 。  

第 ８ 条 各 号 列 記 以 外 の 部 分 を 次 の よ う に 改 め る 。  

任 命 権 者 は 、 団 員 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 懲  

戒 処 分 と し て 、 戒 告 、 停 職 又 は 免 職 す る こ と が で き る 。  

第 ８ 条 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

２  停 職 は １ 月 以 内 の 期 間 を 定 め て 行 う 。  

第 ９ 条 を 次 の よ う に 改 め る 。  

第 ９ 条  分 限 及 び 懲 戒 に 関 す る 処 分 の 手 続 に つ い て は 、 別 に 定 め る 。  

第 １ ０ 条 第 １ 項 中 「 服 務 」 を 「 、 職 務 に 従 事 」 に 改 め ， 同 条 第 ２  
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項 中 「 水 、 火 災 」 を 「 、 水 火 災 」 に ， 「 予 め 」 を 「 、 あ ら か じ め 」  

に 改 め ， 「 従 い 」 の 右 に 「 、 」 を 加 え ， 「 任 務 に 就 か な け れ ば 」 を  

「 、 職 務 に 従 事 し な け れ ば 」 に 改 め る 。  

第 １ １ 条 中 「 予 め 」 を 「 、 あ ら か じ め 」 に 改 め る 。  

第 １ ２ 条 本 文 中 「 団 員 で あ つ て 」 を 「 団 員 が 」 に ， 「 団 長 に あ つ

て 」 を 「 、 団 長 」 に ， 「 副 団 長 以 下 に あ つ て 」 を 「 そ の 他 の 団 員 」  

に ， 「 届 出 で 」 を 「 届 け 出 」 に 改 め ， 同 条 た だ し 書 中 「 但 し 」 を 「  

た だ し 」 に 改 め る 。  

第 １ ２ 条 の 次 に 次 の ３ 条 を 加 え る 。  

第 １ ２ 条 の ２  団 員 は 、 職 務 上 知 り 得 た 秘 密 を 他 に 漏 ら し て は な ら  

な い 。  

第 １ ２ 条 の ３  団 員 は 、 消 防 団 又 は 消 防 団 員 の 名 義 を も つ て み だ り  

に 寄 付 を 募 集 し 、 又 は 営 利 行 為 を し て は な ら な い 。  

第 １ ２ 条 の ４  団 員 は 、 消 防 団 の 正 常 な 運 営 を 阻 害 し 、 又 は 著 し く  

そ の 活 動 能 率 を 低 下 さ せ る 等 の 集 団 的 行 動 を 行 つ て は な ら な い 。  

第 １ ３ 条 中 「 団 員 は 」 の 右 に 「 、 」 を 加 え ， 「 当 り 」 を 「 あ た り 」

に 改 め る 。  

第 １ ４ 条 の 前 の 見 出 し を 削 り ， 同 条 に 見 出 し と し て 「 （ 報 酬 ） 」  

を 付 し ， 同 条 第 １ 項 中 「 及 び 手 当 」 を 削 り ， 同 項 第 ２ 号 を 次 の よ う  

に 改 め る 。  

⑵  出 動 報 酬  

第 １ ４ 条 第 １ 項 第 ３ 号 及 び 第 ４ 号 を 削 り ， 同 条 第 ２ 項 を 次 の よ う  

に 改 め る 。  

２  前 項 の 報 酬 の 額 及 び 支 給 の 方 法 は 、 別 表 第 １ 及 び 別 表 第 ２ に 定  

 め る と お り と す る 。  

第 １ ４ 条 第 ３ 項 中 「 別 表 第 １ 号 表 」 を 「 別 表 第 １ 」 に ， 同 項 第 １  

号 中 「 若 し く は 」 を 「 又 は 」 に ， 同 項 第 ３ 号 中 「 第 ９ 条 」 を 「 第 ５  

条 の ２ 又 は 第 ８ 条 」 に 改 め る 。  

 第 １ ５ 条 に 見 出 し と し て 「 （ 費 用 弁 償 ） 」 を 付 し ， 同 条 中 「 別 表  

第 ３ 号 表 」 を 「 別 表 第 ３ 」 に 改 め る 。  
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 第 １ ６ 条 中 「 身 体 障 害 」 を 「 障 害 」 に 改 め る 。  

別 表 第 １ 号 表 及 び 別 表 第 ２ 号 表 を 次 の よ う に 改 め る 。  

別 表 第 １  

 団 員 報 酬  

別 表 第 ２   

出 動 報 酬  

出 動 区 分  支 給 単 位  報 酬 の 額  支 給 の 時 期  

災 害 出 動 （ 水

火 災 そ の 他 の

災 害 に 伴 う 出

動 ）  

１ 回  ８ ， ０ ０ ０ 円  

（ た だ し 、 活 動 時

間 ２ 時 間 未 満 の 出

動 の 場 合 は ４ ， ０

０ ０ 円 ）  

４ 月 １ 日 か ら ９

月 ３ ０ 日 ま で の

分 を １ ０ 月 ３ １

日 ま で に 、 １ ０

月 １ 日 か ら 翌 年

３ 月 ３ １ 日 ま で

の 分 を 同 年 ４ 月

３ ０ 日 ま で に 支

給 す る 。  

大 規 模 災 害 出

動 （ 災 害 救 助

法 施 行 令 （ 昭

和 ２ ２ 年 政 令

第 ２ ２ ５ 号 ）

第 １ 条 第 １ 項

に 定 め る 災 害  

に 伴 う 出 動 ）  

１ 日  ８ ， ０ ０ ０ 円  

 

 

 

 

 

 

訓 練 出 動  １ 回  ４ ， ０ ０ ０ 円  

階 級  報 酬 の 額  支 給 の 時 期  

団 長  年 額  １ ５ ５ ， ０ ０ ０ 円  次 年 度 の ４ 月 ３ ０ 日  

副 団 長  年 額   ８ １ ， ６ ０ ０ 円  ま で に 支 給 す る 。  

分 団 長  年 額   ５ ２ ， ６ ０ ０ 円  

副 分 団 長  年 額   ４ ８ ， ６ ０ ０ 円  

部 長  年 額   ４ １ ， ０ ０ ０ 円  

班 長  年 額   ３ ７ ， ０ ０ ０ 円  

団 員  年 額   ３ ６ ， ５ ０ ０ 円  
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級 」 に 改 め る 。   

付  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は ， 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

（ 出 動 報 酬 に 関 す る 経 過 措 置 ）  

２  こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 伊 丹 市 消 防 団 員 の 任 用 等 に 関 す る 条 例  

別 表 第 ２ の 規 定 は ， こ の 条 例 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ）

以 後 の 出 動 に 適 用 し ， 施 行 日 前 の 出 動 で ， 当 該 出 動 が 施 行 日 以 後  

に わ た る 場 合 は ， な お 従 前 の 例 に よ る 。  

 

そ の 他 の 出 動  １ 回  ３ ， ０ ０ ０ 円   

「 別 表 第 ３  

旅 費  」  

別 表 第 ３ 号 表 中 「 第 ３ 号 表 」 を  に ， 「 職 名 」 を 「 階  

議３４-６*




